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早期審査の要件拡大及び PPH導入のお願い 

 

インド経済の急速な発展にともない、インドに進出する我が国企業が増加している。我が国からインドへ

の特許出願件数は、2003年の約 400件から 2013年には約 6,000件に達し、僅か 10年で 15倍に急増してい

る。インド特許庁における特許審査のワークロードの大幅な増加が予想されるが、事業展開の加速、Make in 

Indiaの一層の拡大のため、特許制度の円滑な運用が期待される。 

昨年6月に改正されたインド特許規則において導入された早期審査制度は、（1）スタートアップ企業（①

設立7年（バイオ企業は10年）未満、②売上高2.5億ルピー以下／年、③技術革新や商業化に取り組んでい

ること3要件全てを満たす企業）であること、（2）特許協力条約（PCT）に基づき国際出願し、かつ、国際調

査機関または国際予備審査機関としてインドを指定すること、という 2つの要件のいずれかを満たす必要が

あるが、当該要件に該当する日本企業は限定的である。早期審査の要件が緩和されれば、日本企業の事業展

開がさらに加速し、Make in Indiaが一層拡大することが期待されるため、日印双方にとって有益である。 

また、特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）は、第 1庁の特許庁で特許可能と判断

された発明を有する出願について、第2庁の特許庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする

枠組みであるが、インドには導入されていない。インドに PPHが導入されれば、日本特許庁での審査結果を

利用することでインド特許庁のワークロードを大幅に削減することが期待される。 

ついては、日本企業の特許出願も実質的に早期審査制度を利用できるよう、早期審査制度について以下の

要件緩和を要望するとともに、PPHの導入及び現行のスタートアップ企業に関する要件の撤廃を要望する。 

以下の要件のいずれか一つに該当する場合も、早期審査の対象とされることを要望する。； 

A) 出願人、その譲受人又は見込み製造者（ライセンシー）が、既に当該発明の実施を開始している場

合、もしくは特許の付与日から 2年以内に当該発明の実施を開始する場合。 

B) 国際調査機関、国際予備審査機関がいずれであるかにかかわらず、PCT経由の案件全件。 

C) 第三者によって実施されている場合。 
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